
土地改良法（昭和24年法律第 195号）第48条第９項において準用

する同法第８条第１項の規定により、都城盆地土地改良区（都城市

）の土地改良事業計画（維持管理事業）の変更の認可の申請を適当

と決定した。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成23年２月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 縦覧に供する書類

決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写し

２ 縦覧期間

平成23年２月７日から平成23年３月８日まで

３ 縦覧場所

都城市役所農村整備課内、三股町役場産業振興課内

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第96条の２第５項において

準用する同法第８条第１項の規定により、都城市が行う土地改良事

業（都城盆地地区、基幹水利施設管理事業）の施行協議を適当と決

定した。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成23年２月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 縦覧に供する書類

決定に係る土地改良事業計画書写し

２ 縦覧期間

平成23年２月７日から平成23年３月８日まで

３ 縦覧場所

都城市役所農村整備課内

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第96条の２第５項において

準用する同法第８条第１項の規定により、三股町が行う土地改良事

業（都城盆地地区、基幹水利施設管理事業）の施行協議を適当と決

定した。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成23年２月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 縦覧に供する書類

決定に係る土地改良事業計画書写し

２ 縦覧期間

平成23年２月７日から平成23年３月８日まで

３ 縦覧場所

三股町役場産業振興課内

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第96条の２第５項において

準用する同法第10条第１項の規定により、都城市が行う土地改良事

業（山中・中村地区、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業

）の施行に同意した。

平成23年２月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第

14条第１項の規定により、公共測量の実施について、都城市長から

次のとおり通知があった。

平成23年２月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 作業の種類

公共測量（３級基準点測量）

２ 作業期間

平成23年１月11日から平成23年６月30日まで

３ 作業地域

都城市太郎坊町外
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